
許可の基準 京都府屋外広告物条例第１ ２ 条の３

種類 高さ ・ 幅等 その他の要件

（ 亀岡市屋外広告物の規制に関する基準等を定める規則第７ 条 ）

１ 　 広告塔

面積

・ 高さ : ２ ｍ 以下

・ 永久構造物

である こ と

・ 高さ ： 設置建

( 2 ) 屋上広告塔

( 1 ) 路上広告塔

( 3 ) 一般広告塔

２ 　 軒下広告物

・ 高さ ： 地上か

（ 木造の場合

は地上から １

０ ｍ 以下 ）

ら ３ ０ ｍ 以下 

( 1 ) 壁面に直接設置す

( 直描を 含む)

る も の

・ 設置壁面面積

の１ /２ 以下

・ 長さ ： 設置壁

面の同一方向

の長さ を 超え

ないも の

・ 道路上に突出

し ないも ので

ある こ と

・ 原則、 道路の

た箇所に設置

交差点から ２

０ ｍ 以上離れ

する も の

( 離れていない

場合は警察協

議 ）

46m

以下

Ｈ ＝

h/３

以下

Ｈ ＝
２ ｍ 以下

h

Ｈ =30m以下

築物等の高さ

の１ /３ 以下

で、 上端の高

４ ６ ｍ 以下

さ が地上から



種類 面積 高さ ・ 幅等 その他の要件

( 2 ) 壁面から 突出し て

設置壁面と 平行な

も の

・ 設置壁面面積

の２ /３ 以下

でかつ２ ０ ㎡

以下

・ 長さ ： 設置壁

ないも の

・ 道路上に突出

ある こ と

し ないも ので

( 3 ) 壁面から 突出し て、

も の

設置壁面と 直角な

３ 　 屋上広告物

る も の

( 2 ) 和風屋根に設置す

・ １ ０ ㎡以下 ・ 設置壁面から

垂直方向に１

ないも の

ｍ 以上突出し

・ 道路上に突出

ある こ と

し ないも ので

・ 縦： ３ ｍ 以下

・ 横： 屋根幅を

・ 永久構造物で

ある こ と

しないもの

・ 屋根面に直描超えないも の

・ 永久構造物で

・ 屋根面に直描

・ 広告物の上端

が大棟の高さ

を 超えないも

・ 縦： ２ ｍ 以下

・ 横： 屋根幅を

超えないも の

１ ｍ 未満

３ ｍ 以下B=b以下

ｂ

B=b以下

( 1 ) 洋風屋根に設置す

る も の ｂ

２ ｍ 以下

面の同一方向

の長さ を 超え

の

し ないも の

ある こ と



種類

４ 　 広告旗及び立看板

面積 高さ ・ 幅等

・ 縦： ２ ｍ以下

・ 横： １ ｍ以下

・ 高さ ３ ０ ｃ ｍ

こ と

の脚を有する

その他の要件

・ 掲出期間は３

０ 日以内であ

ること

・ 道路上に設置

しないも の

・ ３ ０ ㎡以内 ・ 高さ ： 上端が

地上から ６ ｍ

以下

・ 形状は著しい

と

変形でないこ

・ 上下２ 段以上

こ と

の複合でない

６ 　 へい垣広告物

・ 設置するへい

垣面積の１ /２

以下

・ 高さ ： 上端の

高さ は、 へい

垣の高さ を超

えないこ と

・ ２ 個以上並べ

て設置すると

きは、 その上

さ であるこ と

端が同一の高

・ 縦： ２ ｍ以下 ・ 設置する場所

は、 繁華街そ

７ 　 アーチ広告物

５ 　 建植広告物

６ ｍ以下

１ ｍ以下

２ ｍ以下

・ へい垣面に直

描しないも の

あるこ と

の他こ れに準

ずる地域内で
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